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iPod nano（第１世代）に係る製品事故の対応状況について

アップルジャパン株式会社が販売した携帯用音楽プレーヤーについて
、８月４日に消費生活用製品安全法に基づく報告を受けた。報告の内容
については、現在、精査中であり、同社に対し、追加の確認等を行って
いるところ。同社の注意喚起や再発防止策のあり方として、使用者にと
って分かりやすくＨＰを改善するよう見直す方針などが示されたこと
から、現在、その具体的な取組の内容について同社に対し確認等を行っ
ているところ。

１．iPod nano（第１世代）が焼損等する製品事故が、これまでに計２７件発

生していることから、７月２８日（水）に消費生活用製品安全法に基づき、

アップルジャパン(株)に対して、今後の注意喚起や事故の再発防止策等に関

する報告を指示しました。昨日８月４日（水）に同社から報告を受けました。

２．報告内容については、現在、精査中であり、同社に対し追加で確認等を行

っています。また、同社の注意喚起や再発防止策のあり方については、使用

者にとって分かりやすくＨＰを改善するよう見直すとともに、使用者に対し、

直接、情報を提供していく方針なども示されたことから、経済産業省は、そ

の具体的な取組の内容について同社に対し確認等を行っているところです。

３．なお、報告を指示した同種事故の件数について、重大製品事故６件を含む

２７件の製品事故以外に、（独）製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）に通達

に基づき提出を求めている非重大製品事故が３４件ある旨の報告を受けま

した。これに対し、経済産業省としては、同社に対し、ＮＩＴＥに直ちに報

告をすることを要請しました。３４件もの事故の報告がなされていないこと

は誠に遺憾であり、厳重に注意を行うとともに、今後、事故の報告に遺漏な

きよう指導を行いました。
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